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市
で
は
、
市
内
の
保
育
所
・
公
立

幼
稚
園
で
の
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
質
の

向
上
と
利
用
者
の
皆
さ
ん
に
対
す
る

情
報
提
供
の
た
め
、
保
育
サ
ー
ビ
ス

評
価
を
行
っ
て
い
ま
す
。

保
育
サ
ー
ビ
ス
評
価
委
員
会
に
よ

る
平
成
18
年
度
の
評
価
結
果
が
ま
と

ま
り
ま
し
た
の
で
公
表
し
ま
す
。

評
価
結
果
は
、
市
役
所
こ
ど
も
育

成
グ
ル
ー
プ
、
各
保
育
園
・
幼
稚
園
、

各
児
童
セ
ン
タ
ー
の
窓
口
、
市
公
式

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

問
合
せ
先

こ
ど
も
育
成
グ
ル
ー
プ

T
52
―
1
1
1
1
（
内
線
363
）

市

平
成
19
年
度
の
国
保
税
は
、
年
8

回
に
分
け
て
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す

が
、
4
月
時
点
で
は
前
年
中
の
所
得

金
額
お
よ
び
固
定
資
産
税
額
が
確
定

し
て
い
な
い
た
め
、
国
保
税
を
算
定

す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
国
保
税
が
確
定
す
る
第

3
期
ま
で
は
、
暫
定
的
に
平
成
18
年

度
の
年
税
額
（
年
度
途
中
か
ら
加
入

し
た
世
帯
の
場
合
は
、
1
年
間
に
換

算
し
た
額
）
の
8
分
の
1
相
当
額

（
1
期
あ
た
り
）
を
税
額
と
し
て
納

め
て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
れ
を
仮
算

定
と
い
い
ま
す
。

仮
算
定
（
第
1
・
2
期
）
の
納
税

通
知
書
は
、
4
月
中
旬
に
お
届
け
す

る
予
定
で
す
。

も
し
、
平
成
19
年
度
の
国
保
税
が

平
成
18
年
度
の
年
税
額
の
2
分
の
1

に
相
当
す
る
額
に
満
た
な
い
と
思
わ

れ
る
場
合
は
、
税
額
の
修
正
を
申
し

出
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
市
役

所
市
民
窓
口
グ
ル
ー
プ
ま
で
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

市
民
窓
口
グ
ル
ー
プ

T
52
―
1
1
1
1（
内
線
216
・
219
）

災
害
や
、
事
業
の
休
廃
止
な
ど
に

よ
り
生
活
が
困
難
に
な
っ
た
と
き
、

国
民
健
康
保
険
で
は
、
医
療
機
関
窓

口
で
の
自
己
負
担
額（
一
部
負
担
金
）

が
、
減
免
な
ど
さ
れ
る
制
度
を
国
民

健
康
保
険
法
に
基
づ
き
実
施
し
て
い

ま
す
。

対
象
と
な
る
方
は
、
次
の
と
お
り

で
す
。

対
象
と
な
る
方

・
一
部
負
担
金
の
支
払
い
義
務
を
負

う
世
帯
主
ま
た
は
世
帯
に
属
す
る

方
が
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し

た
こ
と
に
よ
り
、
資
産
お
よ
び
能

力
の
活
用
を
図
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
生
活
が
困
難
に
な
っ
た
場

合
に
お
い
て
、
申
請
に
よ
り
必
要

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、

一
部
負
担
金
の
減
額
、
免
除
、
徴

収
猶
予
を
行
い
ま
す
。

①
震
災
、
風
水
害
、
火
災
そ
の
他
こ

れ
に
類
す
る
災
害
に
よ
り
死
亡
し

た
と
き
。
心
身
障
害
者
と
な
っ
た
、

ま
た
は
資
産
に
重
大
な
損
害
を
受

市

け
た
と
き
。

②
干
ば
つ
、
冷
害
な
ど
に
よ
る
農
作

物
の
不
作
で
収
入
が
著
し
く
減
少

し
た
と
き
。
事
業
ま
た
は
業
務
の

休
廃
止
、
失
業
に
よ
り
収
入
が
著

し
く
減
少
し
た
と
き
。

※
た
だ
し
、
次
の
方
は
、
一
部
負
担

金
の
減
免
、
徴
収
猶
予
の
対
象
と

は
な
り
ま
せ
ん
。

①
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
資

格
を
得
て
か
ら
6
か
月
を
経
過
し

な
い
方

②
特
別
な
事
情
が
な
い
の
に
、
国
民

健
康
保
険
税
を
滞
納
し
て
い
る
方

＊

＊

＊

生
活
が
困
難
に
な
っ
た
方
は
、
市

役
所
1
階
市
民
窓
口
グ
ル
ー
プ
国
民

健
康
保
険
担
当
へ
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

市
民
窓
口
グ
ル
ー
プ

T
52
―
1
1
1
1（
内
線
216
・
219
）

◆
4
月
1
日
か
ら
、
70
歳
未
満
の
方

が
入
院
し
た
と
き
の
高
額
療
養
費

の
支
給
方
法
が
一
部
変
わ
り
ま
す

1
か
月
の
医
療
費
の
自
己
負
担
額

が
高
額
に
な
っ
た
と
き
、
定
め
ら
れ

た
限
度
額
（
所
得
に
応
じ
て
異
な
り

ま
す
）
を
超
え
た
分
は
高
額
療
養
費

と
し
て
後
日
申
請
に
よ
り
支
給
さ
れ

市

て
い
ま
し
た
が
、
4
月
1
日
か
ら
、

あ
ら
か
じ
め
限
度
額
認
定
証
の
交
付

を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
医
療
機
関
の

窓
口
で
の
自
己
負
担
額
が
限
度
額
ま

で
（
高
額
療
養
費
分
に
つ
い
て
は
、

国
民
健
康
保
険
か
ら
直
接
医
療
機
関

へ
支
払
い
ま
す
）
と
な
り
ま
す
。

入
院
さ
れ
る
場
合
は
、
忘
れ
ず
に

限
度
額
認
定
証
の
交
付
を
申
請
す
る

よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
さ
れ

な
い
と
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
い
っ
た

ん
自
己
負
担
額
を
全
額
お
支
払
い
い

た
だ
き
、
後
日
高
額
療
養
費
の
支
給

申
請
手
続
き
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。

※
滞
納
の
な
い
世
帯
に
限
度
額
認
定

証
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

※
国
民
健
康
保
険
税
を
滞
納
し
て
い

る
世
帯
は
こ
れ
ま
で
ど
お
り
、
窓

口
で
医
療
費
の
3
割
を
い
っ
た
ん

全
額
自
己
負
担
し
て
い
た
だ
き
ま

す
。

問
合
せ
先

市
民
窓
口
グ
ル
ー
プ

T
52
―
1
1
1
1（
内
線
219
･
261
）

市

情報ファイル

平
成
18
年
度

保
育
サ
ー
ビ
ス

第
三
者
評
価
の
結
果

国
民
健
康
保
険
税

（
国
保
税
）
の

第
1
期
・
第
2
期
は

仮
算
定
の
税
額
で
す

国
民
健
康
保
険

一
部
負
担
金
の
減
免
・

徴
収
猶
予
に
つ
い
て

国
民
健
康
保
険

加
入
者
の
皆
さ
ん
へ

国
保・
年
金

 


